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印
鑑
は
、
不
動
産
の
登
記
、
金
銭
の

貸
借
な
ど
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
幅
広

く
使
わ
れ
ま
す
が
、「
実
印
」
と
し
て
使

用
す
る
に
は
登
録
が
必
要
で
す
。
本
人

と
代
理
人
で
は
手
続
き
が
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
本
人
が
申
請
す
る
場
合

運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
官

公
署
が
発
行
し
た
許
可
証
や
身
分
証
明

書（
写
真
と
公
印
の
あ
る
も
の
で
有
効

期
限
内
の
も
の
）ま
た
は
、
成
田
市
に

印
鑑
登
録
し
て
い
る
人
の
「
保
証
書
」

を
持
っ
て
市
民
課
へ
。

本
人
を
証
明
で
き
る
も
の
が
な
い
場

合
は
、
本
人
確
認
を
す
る
た
め
「
照
会

書
」
を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。
照
会
書

の
「
回
答
書
」
欄
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
登
録
す
る
印
鑑
を
押
し
た
も
の

と
、
本
人
を
確
認
で
き
る
も
の
を
持
っ

て
市
民
課
へ
。

●
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
、
そ
の
場

で
は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。
登
録
す
る
印

鑑
の
ほ
か
、
本
人
が
代
理
人
に
印
鑑

登
録
の
申
請
を
依
頼
し
た
こ
と
を
証

明
す
る
「
委
任
状
」
が
必
要
で
す
。
本

人
の
意
思
を
確
認
す
る
た
め
「
照
会

書
」
を
自
宅
に
郵
送
し
ま
す
。

照
会
書
を
受
け
取
っ
た
ら
、「
回
答

書
」
欄
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
登

録
す
る
印
鑑
を
押
し
、
市
民
課
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
回
答
書
を
本
人
が
持
参
で

き
な
い
場
合
、
委
任
状
と
代
理
人
本

人
を
確
認
で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

●
本
人
が
申
請
す
る
場
合

本
人
が
登
録
印
鑑
を
持
っ
て
、
市
民

課
で
印
鑑
登
録
証
亡
失
届
を
し
て
く
だ

さ
い
。

●
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合

登
録
者
の
印
鑑
と
委
任
状
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
申
請
書
に
は
登
録

者
の
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
を
記
入

し
ま
す
の
で
、
代
理
人
に
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。
な
お
、
代
理
人
の
印
鑑
も
必

要
に
な
り
ま
す
。

登
録
者
本
人
が
、
市
民
課
で
印
鑑
登

録
廃
止
申
請
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
い
ず
れ
の
場
合
も
再
度
印
鑑

登
録
す
る
場
合
は
新
規
登
録
と
同
じ
方

法
で
す
。

５
月
30
日（
日
）を
中
心
に
環
境
美

化
運
動（
ゴ
ミ
ゼ
ロ
運
動
）が
県
下
で

一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

『
ポ
イ
捨
て
を
な
く
し
、
私
た
ち
の

ま
ち
を
私
た
ち
の
手
で
美
し
く
』を
合

言
葉
に
、
区
や
自
治
会
、
事
業
所
な
ど

の
協
力
を
得
て
環
境
美
化
運
動
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

こ
の
運
動
で
は
、
各
地
区
の
道
路
や

空
き
地
に
投
げ
捨
て
ら
れ
た
ビ
ン
・
缶

の
収
集
や
、
散
乱
ご
み
の
回
収
、
草
刈

り
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
成
田
駅
前
周
辺
で
は
、
商
工

会
議
所
や
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
な
ど
諸
団

体
に
よ
る
清
掃
や
、
美
化
啓
発
品
の
配

布
な
ど
環
境
美
化
に
関
す
る
啓
発
運
動

も
行
わ
れ
ま
す
。

快
適
で
住
み
よ
い
環
境
づ
く
り
に
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
般
家
庭
に
あ
る
家
庭
用
焼
却
炉
は

法
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。こ

の
た
め
、
処
分
を
希
望
す
る
人

は
、
市
が
回
収
し
ま
す
の
で
、
焼
却
炉

の
中
を
掃
除
し
て
、
持
ち
運
べ
る
状
態

に
し
て
か
ら
、
ク
リ
ー
ン
推
進
課
に
申

し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

i
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n

本
人
以
外
の
申
請
は
委
任
状
を

印
鑑
登
録
の
手
続
き

※
印
鑑
登
録
は
、
市
役
所
１
階
の
市
民

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
赤
坂
と

遠
山
の
分
室
で
は
登
録
で
き
ま
せ
ん
。

「
印
鑑
登
録
証
明
書
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の

分
室
で
も
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

く
わ
し
く
は
市
民
課
（
1
20-

１
５
２

５
）へ
。

印
鑑
登
録
証（
カ
ー
ド
）を

無
く
し
た
ら

登
録
印
鑑
を
無
く
し
た
ら

回
収
を
希
望
す
る
人
は

ク
リ
ー
ン
推
進
課
に

家
庭
用
焼
却
炉
の
回
収

ゴ
ミ
ゼ
ロ
目
指
し

市
内
全
域
で

第
84
回
環
境
美
化
運
動

※
く
わ
し
く
は
同
課
（
1
20-

１
５
３
０
）

へ
。

※
く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課（
1
20-

１
５
３
０
）へ
。

ス
ト
ッ
プ
！
ポ
イ
捨
て 

空
き
缶
や 

吸
い
殻
の
投
げ
捨
て
は 

条
例
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す 

 

ごみのない街を目指して
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こ
と
し
の
自
動
車
税
の
納
期
限
は
５

月
31
日（
月
）で
す
。

県
で
は
、
仕
事
な
ど
で
平
日
の
昼
間

に
金
融
機
関
の
窓
口
を
利
用
で
き
な
い

人
の
た
め
に
、
夜
間
・
休
日
窓
口
を
次

の
と
お
り
開
設
し
ま
す
。

●
日
時

"

夜
間
納
税
窓
口

５
月
28
日（
金
）・
31
日（
月
）

午
後
８
時
ま
で

"

休
日
納
税
窓
口

５
月
29
日（
土
）・
30
日（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

●
場
所
＝
各
県
税
事
務
所
お
よ
び
自
動

車
税
事
務
所（
支
所
を
除
く
）

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
法
が
施

行
さ
れ
た
日
で
す
。

全
国
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
で
は
、

こ
の
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と

定
め
、
今
年
度
か
ら
全
国
一
斉
に
「
特

設
相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す
。

市
で
は
、
毎
月
第
４
火
曜
日
に
行
っ

て
い
る
「
も
め
ご
と
・
な
や
み
ご
と
・

苦
情
相
談（
人
権
・
行
政
相
談
）」
を
６

月
１
日（
火
）に
実
施
し
ま
す
。

相
談
で
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
人
権
擁
護
委
員
が
、
み
な
さ
ん
か

ら
の
人
権
に
か
か
わ
る
相
談
に
お
応
え

し
ま
す
。

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま

す
の
で
、
心
配
や
悩
み
の
あ
る
人
は
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
６
月
１
日（
火
）

●
会
場
＝
市
役
所
２
階
２
０
２
会
議
室

●
相
談
内
容
＝
家
庭
内
の
も
め
ご
と
や

日
常
生
活
の
悩
み
や
心
配
事
、
い

じ
め
や
差
別
、
行
政
機
関
へ
の
苦

情
な
ど

●
時
間
＝
午
前
10
時
〜
午
後
３
時

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
1
０

４
３-

４
８
３-

１
１
１
５
）へ
。

相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先
市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談室120-1507
市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 〃 〃
法律相談（予約制）

水曜日 13：00～16：00 〃 〃
（裁判所で係争中の事件は除く）
もめごと・なやみごと・苦情相談 5月17日（月）

10：00～15：00
市役所2階201会議室

〃
（人権・行政相談） 6月1日（火） 市役所2階202会議室
不動産相談 5月18日（火） 10：00～12：00 〃 〃
税務相談 5月18日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃
外国人相談

5月27日（木） 13：00～16：00 市役所2階201会議室 〃
（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 5月15日（土） 13：00～16：00
イオン成田ショッピング 市民よろず相談事務局
センター2階特設会場 作田義美さん（123-3286）

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724

（来所前に要電話）
高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725
住宅相談（予約制）

6月10日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室
成田商工会議所122-2101

（新築・増改築などに関する相談） 6月7日（月）までに申し込みを
パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281
消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161
年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526
交通事故相談 6月1日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 交通防犯課120-1527
心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755
酒害相談 5月20日（木） 09：00～12：00 〃 〃
家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538
戦没者遺族相談 5月24日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 社会福祉課120-1536
健康体力相談 火曜日 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251
就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582
教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階）教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00
教育相談室

教育相談室128-3234
（ニュータウンセンタービル6階）

夜
間
・
休
日
納
税
窓
口
を

開
設
し
ま
す 自

動
車
税

特
設
相
談
所
を
開
設

人
権
擁
護
委
員
の
日

※
く
わ
し
く
は
市
民
支
援
課
市
民
相
談

室（
1
20-

１
５
０
７
）へ
。

◆軽自動車税
" 納期…5月16日（日）～31日（月）
※くわしくは税務課（120-1513）へ。

納期内の納付にご協力をお願
いします。

今月の納税


